
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

I コー レー ・ バンスに r -

1．基本的な考え方

EIKEN CHEMICAL CO., LTD. 

栄研化学株式会社
代表執行役社長納富継宣

問合せ先：サステナビリティ推進部（電話）03-5846—8379

証券コー ド： 4549

https:/ /www.eiken.cojp 

当社のコーポレート ・ ガバナンスの考え方は、経営理念、経営ビジョン、モットーを基本としております。

口経営理念
ヘルスケアを通じて人々の健康を守ります。

口経営ビジョン
EIKENグループは、人々の健康を守るため、検査のパイオニアとしてお客様に信頼される製品・サービスを提供し、企業価値の向上を図ります。

ロモットー

品質で信頼され、技術で発展する“ 日KEN"

当社は、経営の健全化、迅速化及び透明性を高め、企業価値の向上を図るためにも、株主の視点を重視したコーポレート ・ ガバナンスの充実を経
営の重要課題の一つと認識し、その取り組みを行っております。
当社は、指名委員会等設置会社の体制を採用しており、経営の業務執行機能と監督機能を分離しております。経営の基本方針に係わる重要事
項については、取締役会の審議を経て決定し、業務執行については、社内規則・規程に基づき、適正な指示命令系統のもと迅速かつ円滑に行っ
ております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施じない理由】

当社は、コーポレートガバナンス ・ コー ドの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月の改訂後のコー ドに基づき記載しています。

【原則1-3資本政策の基本的な方針】
当社は、株主価値の維持向上を実現するために、資本効率の向上と持続的かつ安定的な株主還元を資本政策の基本方針としております。株主
還元につきましては、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案した上で、連結配当性向30％以上の配当の継続を目
標としております。
なお、支配権の変動や大規模な希薄化をもたらす資本政策（増資、MBO等を含む）を行う際には、取締役会において、その必要性と合理性につい
て十分検討し、適正な手続きを確保いたします。また、株主•投資家への十分な説明に努めてまいります。

【原則1-4政策保有株式】
1.上場株式の政策保有に関する方針
当社は、営業活動の円滑な推進、取引関係維持、業務及び資本提携のため、合理性があると認める場合に限り、取引先の株式を保有し、これら
政策保有株式について、当社事業の発展に資すると判断する限り保有を継続することを基本方針としております。保有意義の検証については、毎
年取締役会において当社の資本コストを踏まえ、リターン（配当や取引状況等の定量要素に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合
的に判断）とリスクが見合っているかどうかについて議論しております。保有する意義が乏しいと判断される銘柄については、株価動向等を勘案し
た上で売却を進めることとしております。上場株式について、2020年度においては、2020年4月28 日の取締役会において検討を実施した結果、5
銘柄の保有を継続するという方針を決定しております。
2.政策保有株式に係る議決権行使基準
当社は、政策保有株式の議決権について、当該企業のコーポレート・ガバナンスの整備状況、株主価値の向上に資する議案であるか、当社に与
える影響等を総合的に判断して行使しております。

【原則1-7関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規則において、取締役及び執行役が自己又は第三者のために当社と取引を行う場合は、取締役会の承認を得ることを定め、周
知しております。また、取締役会の承認を受けた取引について、取締役会へ報告することを定めております。主要株主等と取引を行う場合は、取
締役会規則に基づき、取引の重要性やその性質に応じて、取締役会で審議の上、決定しております。

【補充原則2-4①】
当社は、積極的かつ継続的に国籍・性別・入社時期に関係なく、人材の採用、役職の任用等を実施しております。
2021年9月17 日現在、女性役職者は22名であり、比率としては16.8％です。また、役職者に占める中途採用者は35名であり、比率としては26.5％で
す。今後は、ダイバーシティをさらに進める観点から、2030年までに女性役職者比率30％を目指してまいります。
本方針のもと、目指す人材像として「能力開発ビジョン」を策定し、国籍 ・ 性別・年齢を問わない多種多様な人材の活躍を推進しております。また、
テレワ ーク勤務制やコアタイムなしのフレックスタイム制度をはじめとする各種就業制度を導入しており、働き方の多様性を高め、その能力を最大
限発揮できる環境を構築しています。

最終更新日：2021年9月17日



【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、 「確定給付企業年金(DB) 」と 「確定拠出年金(DC) 」を採用しております。

1. 確定給付企業年金(DB)

当社は、年金給付を将来にわたり確実に行うため、運用受託機関から意見を聴取したうえで、長期的な観点から政策的資産構成割合を策定して
おります。

運用受託機関の選定にあたっては、 「年金資産の運用に関する基本方針」を定め、運用実績などの定量評価だけでなく、投資方針、運用プロセ
ス、コンプライアンスなどにも留意しております。年金資産の運用状況は、四半期に一度、運用受託機関のモニタリングを行い、必要に応じて策定
済みの政策的資産構成割合を見直し、従業員の安定的な資産形成に努めております。また、運用受託機関へのモニタリング等の適切な活動を実
施できるよう、人事 ・ 経理部門に必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、外部セミナー等を通じて、その育成に努めております。
2.確定拠出年金(DC)

従業員の安定的な資産形成を目的に、従業員に対して、定期的に資産運用に関する継続教育を実施しております。

【原則3-1 情報開示の充実】

当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性 ・ 公正性を確保し、実効的なコーポレート ・ ガバナンスを実現すると
の観点から、利用者にとって付加価値の高い情報開示の充実を図っております。

1.経営理念等や経営戦略、経営計画
当社は、経営理念、経営ビジョン、モットーを中心とした 「 日KEN WAY」及び経営構想 「日KEN ROAD MAP 2019」を当社ウェブサイトにて開示してお
り、これらを実践することにより持続的な企業価値の向上に取り組んでおります。
日KEN WAY(https://www.eiken.cojp/company/rinen.html)
日KEN ROAD MAP 2019 (https:/ / ssl4.eir-parts.net/ doc/ 4549/tdnet/1695158/00.pdf)

2.コーポレート ・ ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書 「 1-1 ．基本的な考え方」及び当社ウェブサイトにて開示しております。

(https:/ / www.eiken.cojp/ sustainability/ corporate_ governance.html)
3.取締役及び執行役の報酬決定の方針と手続

当社は、指名委員会等設置会社であり、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の決議により、取締役及び執行役の個人別報酬を決定してお
ります。取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上の意欲を高め、株主価値の増大に資する目的で、各人の役位 ・ 担当
執行業務に応じた職責、当社業績、経営環境、世間水準等を考慮のうえ決定いたします。取締役及び執行役の報酬は 「固定報酬」、 「業績連動報
酬」、 「株式報酬型ストックオプション」で構成されています。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、業績との連動を行わ

ず、固定報酬のみとしております。
4.役員選解任の方針と手続

(1) 取締役

当社は、指名委員会等設置会社であり、社外取締役が過半数を占める指名委員会が、取締役指名基準を踏まえ取締役の選任に関する株主総会
議案の内容を決定しております。解任についても同様に、指名委員会が解任基準を踏まえ株主総会議案の内容を決定いたします。

(2) 執行役

候補者に関する指名委員会への諮問を経て、取締役会が執行役選任基準を踏まえ執行役を選任しております。解任についても同様に、指名委員
会への諮問を経て、解任基準を踏まえ取締役会決議により解任いたします。
5.取締役候補者の選任理由

当社は、取締役候補者に関しまして、指名委員会決議後、速やかに当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトで閲覧できるよう開示を

行っております。また、取締役候補者は、株主総会招集通知に略歴と選任理由を開示しております。
(https:/ / ssl4.eir-parts.net/ doc/ 4549/ir_ materia11/160608/00.pdf)

【補充原則 3-1③】

当社は、サステナビリティについての取り組みを当社ウェブサイトで閲覧できるよう開示を行っております。
(https://www.eiken.cojp/sustainability/) 

今後、さらに経営戦略・経営課題との整合性を意識した具体的かつ分かりやすい情報の開示ができるよう取り組んでまいります。

【補充原則4-1①執行役への委任の範囲】

当社は、指名委員会等設置会社の体制をとることにより、執行役による迅速な経営判断 ・ 業務執行の実現を図るとともに、取締役会及び3委員会
（指名委員会 ・ 報酬委員会 ・ 監査委員会）において、業務執行の効率性を継続的に監視し、透明性と公平性の高い経営の実現を図っております。
取締役会は、法令の範囲内で職務権限を執行役に委任し、経営の基本方針に関わる重要事項の決定及び業務執行状況の監督に注力しており
ます。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、2015年3月に会社法や東京証券取引所が定める基準をもとに 「社外取締役の独立性に関する基準」を制定し、株主総会招集通知及び有
価証券報告書にて公表しております。

当社は、同基準の要件を満たす社外取締役6名全員を独立社外取締役として選任しております。社外取締役は、弁護士、公認会計士、医師、企
業経営経験者、医薬品業界経験者等、専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会における率直・活発で建設的な検討に貢献してお
ります。

【補充原則 4-10①】

当社は、指名委員会等設置会社であるため、該当事項はありません。

【補充原則4-11①取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社は、社内取締役3 名、社外取締役6 名を選任しております。社内取締役については、経営ビジョンのもと経営計画の実現に向けて、経営の重
要事項の決定及び他の執行役の業務執行の監督に十分な役割を果たすことができる人材を指名しております。また、社外取締役については、社
内取締役だけでは得られない専門性の高い知識と豊富な経験を重視しております。各取締役には、それぞれの経験に裏打ちされた能力を存分に
発揮し、経営の基本方針に関わる重要事項の決定及び業務執行の監督を実践していただくことを期待しております。なお、取締役の選任に関する
方針 ・ 手続きについては、原則3-1-4に記載のとおりであります。



【補充原則4-11②取締役の他社兼任状況】
当社の取締役には、それぞれの役割・責務を適切に果たすために十分な時間と労力を、その業務に充てていただいており、その兼任状況は合理
的な範囲にとどめております。なお、取締役の兼任状況については、株主総会招集通知に記載されている取締役及び執行役の状況にて開示して
おります。

【補充原則4-11③取締役会の実効性の評価と結果の開示】
当社は、 2020年度における取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、その結果の概要を開示いたします。
1.実施の目的

取締役会が適切に機能し、実効的に運営されていることを客観的に確認するとともに、指摘された課題については必要に応じて改善を図る。
2.実施対象及び実施方法

全取締役に対して、記名式・自由記述式のアンケートを実施
3.アンケート項目
(1) 取締役会の構成(2) 取締役会の運営(3) 取締役会の監視 ・監督状況等
4.分析・評価の結果概要

以下の点に鑑み、取締役会は適切に機能し、実効性が十分に確保できている。
(1) 現在の取締役会の社内 ・ 社外取締役の構成比は適切であり、経験 ・知見のバランスがとれている。
(2) 課題として指摘されていた取締役会資料及び説明の内容は、改善が進んでいる。
(3) 今期より取り組みを開始した個別テーマに関する意見交換会及び各部門責任者とのディスカッションは、取締役会の実効性を向上させることに
寄与した。
一方で、指摘された課題に対しては、以下のとおり取り組んでおります。
議論の実効性を高めるため、中期経営計画、企業価値向上、国際競争力を高めるための活動及びサステナビリティ経営など、不足している議題
を議論する場を設ける。

【補充原則4-14②取締役のトレーニングの方針】
当社は、取締役・執行役がその責任・責務を適切に果たすために、年に 1回以上、取締役 ・ 執行役の全員を対象として当社がその費用を負担し研
修を実施すること、また、必要な知識の習得や適切な更新等のために随時必要な情報を提供し、業務上必要と認められる場合には費用の支援を
行うことをトレーニングの方針としております。
なお、新任の社外取締役に対しては、当社の経営方針、定款、事業内容、経営状況、コーポレートガバナンス体制及び社内規程等の説明、事業
所（工場 ・研究所）視察の機会などを設けております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、取締役会で承認されたディスクロ ージャーポリシーを制定し、基本方針、開示情報、情報開示方法、沈黙期間等を開示しており、持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で株主からの対話に対応しております。
当社は、サステナビリティ推進部を IR担当部署とし、サステナビリティ推進部を管掌する経営管理統括部長をIR担当執行役としたIR体制を整備し、
株主•投資家との対話の場を設けており、理解と信頼を得るよう努めております。経営管理統括部長は経営企画部、経理部、人事総務部等のIRに
関連する部署も同時に管掌しており、情報共有を密にすることで部署間の連携を図っております。
株主との対話といたしましては、決算発表及び第2四半期決算発表時の年 2回、アナリスト ・機関投資家向けに決算説明会を開催し、代表執行役
社長による説明及び対話を行っております。また、株主•投資家との個別面談に関しては、サステナビリティ推進部が対応しております。株主•投資
家からの要望や、保有株数によっては、合理的な範囲で経営陣幹部が面談に対応しております。対話によって把握された株主•投資家の主要な
意見等は、定期的にIR担当執行役から取締役会へ報告されます。
なお、当社は、ディスクロ ージャーポリシーに基づき、株主•投資家との対話を行っており、インサイダー情報が含まれないように十分留意すること
はもちろん、所定の法令等を踏まえて社内規程を制定し、それに基づき適正に情報を管理しております。

■取締役スキルマトリックス

※ 1. 各取締役に特に期待する専門性・経験等を示しています。
※ 2. 各取締役の専門性・経験等とは別に、取締役全員がサステナビリティの視点をもって経営に取り組んでいます。



親会社の有無

l 補足説明

3．企業属性

上場取引所及び市場区分

決算期

集種

直前事業年度末における（連結）従業員
数

直前事業年度における（連結）売上高

直前事業年度末における運結子会社数

なし

東京第 一 部

3月

医薬品

500人以上1000人未満

100億円以上1000億円未満

10社未満

4．支配株主との取引等を行う際における少敷株主の保護の方策に麗する指針

5．その他コーポレート ・ ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

2.資本構成

l 外国人株式保有比率

【大株主の状況】

20％以上 30％未満

氏名又は名壽

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
大塚製薬株式会社
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HCROO 

一生命保険株式会社第
GOVERNMENT OF NORWAY 

日本生命保険相互会社
JP MORGAN CHASE BANK 385632 
黒住忠夫

支配株主（親会社を除く）の有無

膏賓棒式戴（棒） ●會(%)
4,008,700 10.85 
4,000,000 10.83 
2,467,100 6.68 
2,462,391 6.67 
1,608,200 4.35 
1,100,000 2.98 

921,310 2.49 
799,200 2.16 
757,500 2.05 
614,708 1.66 
























